
第５ 章 整備基本構想

第１ 節 整備の基本方針

郷土の重要な文化遺産と 市内の貴重な緑地が一体と なった国指定史跡名越切通を、 地域の歴史的

遺産と し て保存・ 継承する と と も に、 来訪者の自由な通行と 安全を基本と し た公開活用を検討・ 実

施し 、 史跡の保存と 緑地の保全を目指す。

１ ． 動線計画

指定地は全体に急峻な地形と なっており 、 平坦地が少なく 指定地及び周辺区域と も 駐車ス ペース

の確保が困難である ため、 駐車場の設置は難し い。 指定地ま でのアク セス は、 公共交通機関の利用

や徒歩で訪れる のが適当である 。

ま た指定地内の移動は、 中世の雰囲気を追体験でき る よ う な公開活用を図る こ と や、 園路内の収

容力が大き く ないこ と から 、 集中し た大勢の利用は好ま し く なく 、 現況の徒歩ルート を尊重し た園

路の安全対策などの整備を行う 。

２ ． 土地利用計画

国指定史跡名越切通の整備を 子市のま ちづく り の重要な要素と し て認識し 、 指定地を含め周

辺一帯を歴史的環境と 自然環境の融合し たエリ アと 捉え、 豊かな市民生活の向上に資する 。

史跡指定地内を保存管理区分に基づき 、 ①［ 史跡ゾーン］（ Ａ 区「 切通」： 交通遺跡、 防衛遺構、

Ｂ 区「 ま んだら 堂やぐ ら 群」： 葬送関連遺跡、 Ｃ 区「 大切岸」： 防衛遺構） ②Ｄ 区［ 公開活用ゾー

ン］「 便益施設及び休養施設の設置に適し た平場」 ③Ｅ 区［ 緑地保全ゾーン］「 現状維持を基本と す

る 範囲」 に区分し （ 図 「 保存管理区分」 参照）、 ①②については公有化が終了次第順次整備し 、

公開活用を行う 。

３ ． 施設計画

各ゾーン毎の保存管理基準に従い、公開活用に必要と 思われる 便益施設（ 便所、 水飲み・ 手洗い、

説明板など ） 及び休養施設（ 休憩所、 ベンチなど） の整備など を行う 。 大き な建築物（ 体験学習施

設、 管理事務所など ） など については必要性の是非も 含め、 長期的な検討課題である 。

４ ． 景観・ 環境計画

指定地の北側隣地は、 鎌倉市域の歴史的風土保存地区であり 、 指定地も 平成 年 月の保存地区

の拡大で編入さ れている 。 指定地は鎌倉市域を含め「 古都鎌倉の寺院・ 神社ほか」 と し て世界遺産

の登録が検討さ れており 、 今後の整備計画には鎌倉市域と の整合性が求めら れている 。

史跡指定地及びその周辺に広がる 貴重な緑地帯は、景観の面から も 史跡の重要な要素と し て捉え、

その役割を考慮し た整備を行う 。 遺構の保存のための間伐など によ る 適切な植生管理以外は、 指定

地内の史跡整備目的の伐採と いえど も 極力抑え、 豊かな自然環境を維持する こ と に努める 。



５ ． 遺構公開活用計画

史跡ゾーンは、 大き く 「 切通」「 ま んだら 堂やぐ ら 群」「 大切岸」 の つの区分と する 。

・ 「 切通」 は一部で崖面の崩落が進み、 通行に危険がある ので史跡全体の整備計画策定に先んじ

て崩落対策工事を行う 。

・ 「 ま んだら 堂やぐ ら 群」 の平場など 、 試掘確認調査の結果遺構が検出さ れた場合には公開活用

の方法などの検討を行う 。

・ 「 大切岸」 は試掘確認調査の後、 安全に配慮し た園路の整備や大切岸前面の平場の公開活用

など の検討を行う 。



第２ 節 整備構想

１ ． 動線計画

１ －１ ． 車輌の動線

切通と 大切岸は中世都市鎌倉の防衛遺構であり 、 その目的から 急峻な地形に配置さ れている 。 露

頭し た壁面と 急斜面に繁茂し た木々は、 当時はも と よ り 現代においても 車輌の接近を拒んでいる 。

指定地へ車輌でアク セス が可能な地点は図 の①～⑤の ヶ 所に限定さ れている 。

②ルート を除き 他のルート は、 車輌を降り てから かなり 歩かなければ、 史跡の中心と なる 史跡ゾ

ーン（ 図 のＡ 区～Ｃ 区） の遺構ポイ ン ト には辿り 着かない。 現況では切通に最も 近い②ルート

（ 名越配水池付近） が主な入り 口と 考ら れる 。

現状、 指定地及びその周辺区域には緊急・ 管理車輌のス ペース が皆無の状況である が、 ②ルート

名越配水池付近の平場（ 約 ） を整備する こ と で 、 台の駐車は可能と なる 。 ま た、 ④久木

高区配水池の西側には広い施設整備の可能な緑地がある が、 当該区域は鎌倉市域である 。

現在、 ハイ カーなど の行動範囲は切通路と ま んだら 堂やぐ ら 群及び大切岸に限ら れており 、 指定

地全域を対象と し ても 人が立ち入れる 区域は少なく 、 収容人数は多く はない。 ま た史跡は「 歴史の

体験学習の場」 と し ての趣旨から 、 極端に多く の人数が一度に集中し て来訪する こ と は望ま し く な

く 、 現行の利用状況がほぼ適当と 考える 。

高齢者や障害者の利用を踏ま えたバリ アフ リ ー対策などを考慮する と 、 利用者用の駐車場は必要

と も 考えら れる が、 駐車場の新設・ 整備など については史跡の性格、 用地取得、 他の施設計画と の

関連、 維持管理などの点から 当面指定地や周辺区域の駐車施設の新設整備などは考えず、 長期的な

課題と し て取り 組む。

１ －２ ． 人の動線

現在徒歩で来訪する 人の多く は、 県道鎌倉・ 葉山線のバス 停のある ①ルート （ 小坪口） を経由し

て切通路を訪れている 。 一方、 ④ルート （ ハイ ラ ンド 方面） から 大切岸を経て切通路へのハイ カー

も 多い。 こ の ルート が交差する 地点（ ま んだら 堂北側） には、 歩行者のための休憩拠点の設定が

考えら れる 。

こ れら については、 ハイ カーなど に利用さ れている 現況の通行路を尊重する こ と を基本に、 崩落

崖面を除き 必要な安全対策を施す程度の整備をする のが妥当である 。 ただし 大切岸のルート で、 通

行路が大切岸上段にある 部分については、安全上問題がある ので園路の移設を検討する 必要がある 。

動線計画は、 整備計画と 密接な関連がある が、 現況の通行路を尊重すれば、 現時点で新設園路ル

ート が必要と 思われる のは、 図 に示す（ ） 南北に長いま んだら 堂のエリ アを短絡し て大切岸方

面に行く ルート 、（ ） 大切岸の現況の尾根筋ルート と は別に、 大切岸を 下から 見ら れる よ う に南

側の平場を周遊する ルート 、 の ヶ 所程度が妥当である 。



図 動線計画図



２ ． 土地利用計画（ ゾーニング）

鎌倉市は、 名越切通を含めて「 古都鎌倉の寺院・ 神社ほか」 の世界遺産登録に向けた検討を進め

ている 。 世界遺産は、 コ アと なる 遺跡の周辺に緩衝地帯と し てのバッ フ ァ ゾーンの必要性が求めら

れている 。 こ の動向と 整備計画と の整合を図り 、 世界遺産の登録に際し ては指定地周辺の緩衝緑地

をバッ ファ ゾーンと し て捉え、 でき る 限り 保全し ていく こ と が望ま し い。

指定地 （ 指定時公簿） の多く は都市計画法では、 市街化調整区域に属し 、 かつ古都保存

法、 文化財保護法の規制も あり 、 土地の現状変更は厳し く 制限さ れている 。

整備にあたっては、 指定地の公有化を推進する と と も に、 周辺の緩衝緑地をでき る 限り 広く 確保

し 、 歴史的遺産を守る 景観保全地区と し て、 指定地周辺も 含め将来の都市環境形成に重要な役割を

果たすよ う な整備をする こ と が望ま し い。

図 周辺法的規制図

（ 子市『 子市都市計画図』、 鎌倉市『 鎌倉市歴史的風土保存区域・ 風致地区等指定図』 を合成・ 加筆）



指定地内のゾ ーニン グは、 ま んだら 堂やぐ ら 群東側に隣接する 民有地を 境に、 西側のＡ 区「 切

通」 ・ Ｂ 区「 ま んだら 堂やぐ ら 群」 エリ アと 、 東側のＣ 区「 大切岸」 エリ アに大き く 区分さ れ、 西

側は「 交通遺跡・ 葬送関連遺跡」、 東側は「 防衛遺構」 と し て遺跡の性格にあわせた適正な整備を

図る こ と が望ま し い。

以下に、 前述し た保存管理区分に基づき 、 Ａ 区～Ｅ 区の 地区に区分し 示す。

図 土地利用ゾーニング図

区 分

Ａ 区

Ｂ 区

Ｃ 区

交通遺跡・ 防衛遺構

葬送関連遺跡

防衛遺構

「 切通」

「 ま んだら 堂やぐ ら 群」

「 大切岸」

Ｄ 区 平坦な用地
「 便益施設及び休養施設の設置に適し た

平場」

Ｅ 区 現存植生、 緩衝地帯 「 現状維持を基本と する 範囲」

［ 史跡ゾ ーン ］

［ 公開活用ゾ ーン ］

［ 緑地保全ゾ ーン ］

性 格 箇 所



３ ． 施設計画

施設計画は試掘確認調査の上、 必要に応じ て十分な発掘調査を実施し 、 その結果の検討を踏ま え

て作成すべき も のである 。 試掘確認調査が実施さ れていない現在、 調査終了の時点で見直し を行う

こ と を前提と し て、 施設の整備工事について述べる 。

３ －１ ． 各区ゾーン内の施設整備拠点と 主な整備工事を整理する と 次のと おり である 。

Ａ 区（［ 史跡ゾーン］：「 切通」）

Ａ ᔂ ⴠ 㒊ศ 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䦗䚷ᓴ 㠃ᔂ ቯ ᑐ ⟇ ᕤ 䚸ᅬ㊰ᩚ ഛ 䚸 ෆ ᯈ 䞉ㄝ᫂ ᯈ タ ⨨

Ａ ศ ᒱ Ⅼ䠄㙊 䛸 ษ ᓊ 䠅䦗䚷ᅬ㊰ᩚ ഛ 䚸 ෆ ᯈ 䞉ㄝ᫂ ᯈ タ ⨨

Ａ 階段部（ Ａ Ⅼ䦗㙊 䠅䦗䚷ᅬ㊰㝵ẁ ᩚ ഛ 䚸㞵Ỉ  Ỉ ᕤ

Ｂ 区（［ 史跡ゾーン］：「 まんだら 堂やぐ ら 群」） 䦗䚷㛛䞉䝣䜵䞁䝇タ ⨨

Ｂ 䜔䛠䜙⩌ 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䦗䚷䜔䛠䜙⩌ 䛾ಖ Ꮡ ᥐ ⨨ 䚸▼ሪ 䛾ᩚ ഛ 䚸ᅬ㊰ᩚ ഛ 䚸 ෆ ᯈ 䞉

説明板設置、 雨水排水工

Ｂ ᖹ ሙ 䛺䛹䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䦗䚷ᘓ ⠏ ᆎ㑇ᵓ 䛾 ඖ ➼ᩚ ഛ 䚸ᗈ ሙ ᩚ ഛ 䚸ᅬ㊰ᩚ ഛ

Ｂ 䜎䜣䛰䜙ᇽ 䛾 㒊䚷䚷䚷䦗䚷ᘓ ⠏ ᆎ㑇ᵓ 䛾 ඖ ➼ᩚ ഛ 䚸ᗈ ሙ ᩚ ഛ

Ｂ 䠄௬ ⛠ 䠅䜎䜣䛰䜙ᇽ 䚷䚷䚷䦗䚷䜔䛠䜙⩌ 䛾ಖ Ꮡ ᥐ ⨨ 䚸▼ሪ 䛾ᩚ ഛ 䚸ᅬ㊰ᩚ ഛ 䚸 ෆ ᯈ 䞉

奥やぐ ら 群※ 説明板設置、 雨水排水工

Ｃ 区（［ 史跡ゾーン］：「 大切岸」）

Ｃ ▼ᘁ  ㏆䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䦗䚷㙊 ᕷ ഃ ᣦ ᐃ ᆅᇦ䛾ᖹ ሙ ᩚ ഛ 䠄ู ㏵༠ ㆟䠅

Ｃ  ษ ᓊ 䠄⛸ ⥺ 䠅 䦗䚷⌧ ἣ 䛾㏻⾜ ㊰䛾 ഃ 䠄ᕷ 㐨䠅䜈ᅬ㊰䜢⛣ タ ᩚ ഛ

Ｃ  ษ ᓊ ༡ 㠃䛾ᖹ ሙ 䚷䚷䚷䦗䚷࿘ 㐟ᅬ㊰䛾᪂ タ䚸ᗈ ሙ ᩚ ഛ 䚸 ෆ ᯈ 䞉ㄝ᫂ ᯈ タ ⨨

Ｃ ᯘ ᆅ䞉ഴ ᩳ ᆅ䚷䚷䚷䚷䚷䦗䚷࿘ 㐟ᅬ㊰䛾᪂ タ䚸ᯘ ᆅ䛾⥔ ᣢ ⟶ ⌮

Ｄ 区（［ 公開活用ゾーン］：「 便益施設及び休養施設の設置に適し た平場」）

Ｄ 小坪階段上の平場（ 約 䠅 䦗䚷ఇ ᠁ ᡤ 䚸 ෆ ᯈ 䞉ㄝ᫂ ᯈ タ ⨨

Ｄ ゴルフ練習場北の平場（ 約 䠅 䦗䚷ᒎ ᮃ ᡤ 䞉ఇ ᠁ ᡤ 䚸ᗈ ሙ ᩚ ഛ

Ｄ 名越配水池下の平場（ 約 䠅 䦗䚷ఇ ᠁ ᡤ 䚸౽ ᡤ 䚸 ෆ ᯈ 䞉ㄝ᫂ ᯈ タ ⨨

Ｅ 区（［ 緑地保全ゾーン］：「 現状維持を基本と する範囲」）

ྛ ᆅ༊ 䛾 タ ⏝ ᆅእ 䛾ṧ ᆅ䚷䦗䚷⦆ ⾪ ᆅᖏ 䛸䛧䛶䛾⥳ ᆅ䚸⌧ ᳜ ⏕ 䛾ಖ  䜢ᇶᮏ 䛸䛧䛯ᩚ ഛ

注：

※ の表 中のまんだら 堂やぐ ら 群（ ） に該当。



３ －２ ． 施設計画における 整備工事を「 都市計画公園法」 に準じ て整理する と 次のよ う になる 。

１ ） 園路及び広場

園路： 園路（ 通行路） の幅員は、 史跡を公開し 中世のたたずま いを体験する 場と し て雰囲気を

守る ため、 人がすれ違える 程度の幅員（ ～ ） にと ど め、 可能な限り 現況を 活か

し た整備と する 。

路面は現況の通行路が大部分、 露岩の上を歩いており 良好な状況である ので、 大規模な

整備は必要と し ないが、 切通路の表土の一部や鎌倉市大町方面の階段部分など について

は、 表層の整備や暗渠排水などで雨水処理を行う 。

広場： 休憩所など の施設と 一体の整備を行い、 場所によ り 芝生広場や土又は木チッ プなど の自

然系舗装材を使用する 。 広場は、 ゴルフ 練習場北の平場、 ま んだら 堂付近、 大切岸前面

などの平場に設ける 。

２ ） 修景施設

植栽： 現況植生の保全を基本と し 、 健全な林地と 遺構の保存のために必要な間伐など によ る 植

生の適切な維持管理を行う 。

次に各区毎の概要を記す。

䠝༊ 䛂ษ ㏻䛃 䦗䚷ᔂ ⴠ ᑐ ⟇ ᕤ 䛜ඃ ඛ 䛷䛒䜚䚸ᕤ  䛾䛯䜑䛾ఆ ᥇ 䛜⏕ 䛨䜛䚹

大き く なる 木（ シイ 、サク ラ など） は伐採を検討する 一方、 土

留めに有効な木類は残すなどの現場の判断が大切である 。

䠞༊ 䛂䜎䜣䛰䜙ᇽ 䚷䦗䚷䜔䛠䜙⩌ 䛾ಖ Ꮡ 䚸ᖹ ሙ 䛾Ⓨ᥀ ㄪ ᰝ  䛻䛿ఆ ᥇ 䛜క 䛖䚹

やぐ ら 群」 発掘調査後の平場は現況の花木（ ス イ セン、 アジサイ 他） の

復旧にはこ だわら ず、 史跡整備に適し たシャ ガ、 シダ類の地

被植栽でも よ い。

広場には維持管理の容易な地被類の選定が必要である 。

䠟༊ 䛂 ษ ᓊ 䛃 䦗䚷ษ ᓊ 䛾㑇ᵓ 䛜ぢΏ 䛫䜛䜘䛖䛻䚸᪂ 䛯䛺᳜ ᱂ 䛿⾜ 䜟䛺䛔䛣䛸䛸

し 、 現況植生も 、 年毎の伐採・ 下刈り など の管理が望ま

し い。

Ｄ 区「 便益施設及び 䦗䚷౽ ┈  タ ཬ 䜃ఇ 㣴 タ䛺䛹䛾ண ᐃ ᆅ䛷䛒䜚䚸 タ እ ᵓ 䛻㐺䛧

休養施設の た植栽を行う 。

設置に適し た平場」

Ｅ 区「 現状維持を 䦗䚷⌧ ≧⥔ ᣢ 䛜ཎ ๎ 䚸䛯䛰䛧㏻⾜ 䛻༴ 㝤䛾䛒䜛䜘䛖䛺ᶞ ᮌ 䛿ఆ ᥇

基本と する 範囲」 する 。 健全な林地を維持する ため、適切な間伐、枝打ち、下刈

り 、 ツ ル切り など の作業を行う 。

３ ） 休養施設

休憩所： 雨よ けのため小規模な休憩所が、 東側と 西側に各 ヶ 所程度は必要である 。

史跡の性格にふさ わし い意匠（ 落ち着いた感じ ） への配慮が大切である 。



ベンチ・ 野外卓： ベンチ及び野外卓は休憩所に限ら ず、 園路脇の休憩コ ーナー、 説明板・ 案内

板などと 組み合わせて設置する のが適当で、 景観に調和する よ う な自然素材

（ 木、 石など ） を採用する 。

４ ） 教養施設

体験学習施設： 「 歴史の体験学習の場」 と し て設置が望ま れる 施設である 。

名越切通は鎌倉七口の一つと し て現在最も よ く 当時のたたずま いを残し 、 知名

度も 高い。 来訪者が史跡について理解する ためのガイ ダンス 施設と し てのビジ

タ ーセンタ ーの建設は、 日常的に訪れる ハイ カーの歴史認識の向上にも 大き な

役割を果たすと 考えら れる 。 ただし 、 現状変更許可の関係で国史跡指定地内で

の施設建設が認めら れず、 指定地外に用地確保が必要と なる 。 ま た建設時の仮

設工、 職員の常駐、 維持管理など の点で、 解決すべき 問題が多い。「 古都鎌倉

の寺院・ 神社ほか」 の世界遺産登録の関係を含め、 鎌倉市域内での追加指定も

予想さ れる こ と から 、こ の建設計画は、鎌倉市域の史跡整備計画と の関係など、

広域的かつ長期的な視野で検討すべき 課題である 。

５ ） 便益施設

駐車場： 動線計画で述べたよ う に、 現況、 用地の関係で駐車ス ペース の設置可能なのは、 ②名

越配水池付近に限ら れる 。 し かし 、 こ の用地は約 と 狭く 、 便所など の建設用地

を除く と 、 、 台の駐車ス ペース し か確保でき ない。 こ のス ペース は緊急・ 管理車

輌の駐車に限ら れ、 一般来訪者には開放でき ない。

利用者用の駐車場の整備は、 鎌倉市域の④、 ⑤に設置の可能性を含めて長期的な課題

である 。

便 所： 現在、 週末のハイ カーなど が用便で近隣に迷惑をかけている 状況は整備上の大き な課

題である 。 細長い指定地の性格上、 便所は第 期整備区域と し て東側の切通・ ま んだ

ら 堂やぐ ら 群エリ ア、 第 期整備区域と し て西側の大切岸エリ アの ヶ 所の設置が必

要である 。

し かし 、 ある 程度の広さ を持つ平坦地で電気・ 給水設備など 、 管理用車輌がアク セス

可能など の条件を考える と 、 候補地は②名越配水池付近に限ら れる 。

便所の規模は必要最小限と し 、 女子、 男子、 身障者用ブース のある 床面積 程度

の簡素な意匠のも のと する 。

水飲み・ 手洗い： 便所の設置さ れる 付近に計画する 。

案内板： 来訪者が指定地全体と 現在位置及び指定地周辺の公共交通機関へのアク セス を確認で

き る 、 簡明な案内地図が必要である 。

指定地のアク セス 入り 口 ヶ 所と 、 Ａ 区の大切岸方面の分岐点 （ 図 「 平面計画

図（ 概念図）」 参照） には最低限設置が必要と 考えら れる 。

説明板： 遺構など の説明板は歴史の学習には不可欠なも ので、 中世都市鎌倉における 切通路、

ま んだら 堂やぐ ら 群、 大切岸などの位置づけを解説する 説明板を、 それぞれの遺構の

拠点毎に設置する 。



６ ） 管理施設

管理事務所・ 倉庫： ビジタ ーセンタ ーや事務棟が建設さ れる 場合は、 合築が望ま し いが、 単独

の場合は管理車輌が横付けでき る ②名越配水池付近の平場が適当である 。

し かし 職員が常駐する 必要性を考慮する と 、当面は設置し ない方針と する 。

ま た最小限必要である 維持管理用の作業室や清掃・ 管理用道具の用具室は

便所などに併設する 方法も ある 。

門・ フ ェ ンス ： 鎌倉市大町に抜ける 切通路は市道であり 、 原則と し て夜間も 閉鎖はでき ない。

夜間の立ち入り を制限する エリ アと し て、 ま んだら 堂やぐ ら 群付近が考えら れ

る が、 試掘確認調査の結果を踏ま え、 公開方法の検討を含め当該区域の管理形

態について次期「（ 仮称）国指定史跡名越切通整備委員会」 の中で具体的な検

討を行う 。

なお、 設置にあたっては史跡指定地内である こ と から 、 材質、 意匠に十分配慮

する 。

標 識： サイ ン計画は公園の雰囲気を左右する 大切な要素であり 、指定地全体状況を精査し 、

適切な箇所に統一し たデザイ ンのも のを設置する 。

照明施設： 切通路は市道であり 、 曇天時や冬季の夕刻は薄暗い状況である ので、 防犯上最小限

の照明（ 街灯） の設置は必要と 考える 。

ご み 箱： 近年都市公園では管理清掃の点から 、 ごみ箱を撤去する ケース が多く 見ら れ、 こ う

し た状況は一般利用者にも 理解さ れている ので、 本計画でも 原則と し てごみ箱を設

置し ないこ と と する 。

以上、 各施設計画を検討の結果、 次のよ う な平面計画図（ 概念図） と なる 。



図 平面計画図（ 概念図）



４ ． 景観・ 環境計画

歴史的風土と 緑地が一体と なった「 国指定史跡名越切通」 は市民生活にと って、 交通遺跡・ 防衛

遺構・ 葬送関連遺跡と し て単に中世の歴史的環境を体験でき る 文化遺産だけでなく 、 豊かな自然が

残る 市内でも 貴重な緑地帯と し ても 位置づけら れる 。 海側から の豊かな緑の中に大切岸の壮大な姿

を捉える こ と ができ る 景観と 、 大切岸の尾根上付近から の三浦方面を一望でき る 風景は、 ビュ ーポ

イ ント と し ての役割も 重要である 。 こ のよ う な歴史的風土を保全・ 継承する と と も に、 来訪者が自

然の中を散策し ながら 歴史の学習でき る 場と し て、 整備する こ と を目標と する 。

４ －１ ． 現存植生の管理

健全な林地と 遺構を維持する ためには、 間伐など によ る 最小限の施業は必要であり 、 みどり の量

を減少さ せないこ と を原則と し て、

䐟ษ ㏻㊰䛾ᓴ 㠃ᔂ ቯ 㒊ศ 䚷䦗䚷Ᏻ  ᑐ ⟇ 䛾䛯䜑䛾ఆ ᥇ 䞉 ᐃ 䜢ㄆ䜑䜛䚹
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率を上げ、 漸次移行さ せる こ と も 考えら れる 。
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ら れたも ので、 市内有数の観光名所であったが、 整備にあ

たっては、 発掘調査の結果を踏ま え、 史跡整備に適し た植

生と する 。

４ －２ ． 緩衝緑地

指定地の東側に位置する 久木高区配水池から 眺める と 、 鎌倉側の歴史的風土保存地区の林地と 指

定地の林地が連なり 、 隣接する 久木 丁目へと 続く 大き な緑地帯を構成し ている 。

子市域の名越切通指定地を含め、「 古都鎌倉の寺院・ 神社ほか」 の世界遺産への登録が検討さ

れており 、 指定地周辺の緑地は世界遺産登録に必要なバッ フ ァ ゾーンと し ての役割も 考えら れる 。

一方、 南側の小坪 丁目付近から 大切岸方面を眺める と 、 緑濃い稜線が続き 、 みど り の団塊と な

っている 。 大切岸の大き さ と 形状を遠望でき る よ う にする ため、 一部の伐採・ 剪定の処置も 検討さ

れる が、 こ れら のみど り 豊かな林地を史跡指定地の緩衝緑地と し て保存・ 維持する こ と が都市景観

の構成上重要なこ と である 。



５ ． 遺構公開活用計画

遺構整備は「 遺構の保存と 活用」 を目標と し て進める が、 試掘確認調査が不十分で未実施に近い

現段階では、 整備の方針を暫定的なも のと し 、 今後の試掘確認調査の結果をみながら 具体的な保存

措置、 公開活用の手法など を検討する 。

［ 史跡ゾーン］ は、 Ａ 区「 切通」、 Ｂ 区「 ま んだら 堂やぐ ら 群」、 Ｃ 区「 大切岸」 の つから なり 、

各ゾーンにおける 遺構公開活用計画の概要は以下のと おり である 。

１ ） Ａ 区「 切通」

切通路の崖面崩壊が進み、 現在通行に危険がある ので、 整備計画の策定に先んじ て崩落対策工事

を行う 。

こ れま での抑止工と し て、 浮き 石の除去、 樹木の伐採など 応急的対策を行ったが、 崩落は止ま ら

ず、 対策工事の実施が待たれる 。

崩落対策工事の工法・ 規模など は、 価値を損なう 現状変更が認めら れない史跡指定地が対象と い

う 特殊性があり 、 通常の急傾斜対策の工法は使えない。 現在時点では、 史跡と し ての価値を損なわ

ない有効な工法が確立さ れていないので、 地質調査、 試験施工で有効かつ適切な工法を検討し 、 専

門の学識経験者など で組織する 委員会で検討の上、 慎重に実施する も のと する 。

整備計画の策定にあたっては、 自由な通行によ る 公開活用を前提と し 、 遺構の保存と 通行者の安

全を両立さ せた検討を行う 。 特に切通路の一部では崖面崩壊が進んでいる こ と から 、 その検討は緊

急を要する 。

写真 久木高区配水池より 切通方面を遠望



２ ） Ｂ 区「 まんだら 堂やぐ ら 群」

ま んだら 堂やぐ ら 群の公開に際し ては、 試掘確認調査によ る 遺構の確認が前提である が、 公開活

用の検討項目と し て

①やぐ ら 群をど のよ う に保存し 、 公開する か。

②平場で建築祉など の遺構が現れた場合はど んな整備・ 公開活用し ていく か。

③管理施設（ 門、 フ ェ ンス の設置） はどう する か。

などがある 。

①については、 やぐ ら の上を歩いたり やぐ ら の中に潜る よ う に公開し ている 現在の方法は、 来訪

者の安全性や遺構の保存上問題がある 。 そこ で、 公開にあたっては一部の安全なやぐ ら を除き 立ち

入り を中止し て、 下方の平場から やぐ ら 群全体を眺めら れる よ う 整備する のが適当である 。

②について、 遺構の有無は試掘確認調査の結果を待つこ と と なる 。 遺構が確認さ れた場合には遺

構の復元など も 考えら れる が、 現時点では平場は芝生広場のよ う な空間構成が適当である と 考えら

れる 。

③については、 管理形態にも よ る が、 遺構の保存や公開活用の際の安全管理を考えた場合、 最小

限の門・ フ ェ ンス など は必要である 。 ま た、 公開にあたっては、 公開時間の制限や立ち入り の可能

なエリ アの精査、 管理方法など についても 検討する 必要がある 。

３ ） Ｃ 区「 大切岸」

大切岸及びそれに連続する 切岸状遺構の公開活用のための検討事項と し ては、

①大切岸稜線部、 現況の通行路をど のよ う に利用する のか。

②大切岸前面の平場を広場などに活用する か。

③大切岸に連続し て東側にのびる 切岸状遺構は現在露頭し ておら ず、どのよ う な公開をする のか。

の 点が考えら れる 。

①については、 現況の通行路を移設する 。

②については、 安全面や維持管理など を考慮し て平場を芝生広場など に整備し 、 園路を新設し て

回遊性を高める 。

③については、試掘確認調査で遺構を確認し 、現状のま ま の人を侵入さ せない保存を基本と する 。
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